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3 月 10 日、福井の原発 7 基の運転差し止めを求めた本訴（2013 年 12 月 24 日提訴）第 32 回

口頭弁論が大津地裁で行われました。 

午前９時４５分から原告の代表も参加した進行協議が行われた後、１１時から裁判、午後１時から

記者会見を行ったあと、支える会の定期総会を行いました。定期総会では、井戸弁護団長による

「司法は原発をどう裁いてきたか」と題する講演が行われました。 

以下、法廷でのやり取り、進行協議の内容、原告主張の要旨などについて報告します。 

 

【提出書面と法廷での陳述】 

原告側は、準備書面(85)、(86)を提出。（85)

は、敷地の地盤変位のリスク及び震源が原発

の敷地に極めて近い場合のリスクを被告は

考慮していないという問題を指摘したもの

であり、被告準備書面(62)に対する反論した

ものです。また、(86)は、原発敷地地盤の安

定性について被告準備書面（60）、(61)に反論

したものです。 

法廷では、井戸弁護団長が二つの書面につ

いてパワーポイントを用いて説明しました。 

関電側は、準備書面（63）、(64)を提出しま

した。(63)は、いわゆる地震動のバラツキ不
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考慮問題1）についての反論であり、(64)は地

盤問題についての原告準備書面(80)、(81)に

反論したものです。 

今回は、証人の採否についての裁判所の判

断が注目されましたが、裁判長は、議論が継

続している課題については尋問に入ること

は避けたいとしました。このため、議論が終

了している、福島事故避難者の証言と放射性

廃棄物についての証人の採否がとりあえず

の焦点となりました。関電側は、証人はすべ

て不要という意見であり、特にこの二人は不

要という意見ということで次回までに意見

書を提出することになりました。 

次回の主張予定は、原告側は、今回で主張

は完了としていましたが、証人の採否判断が

持ち越され、弁論が設定されため、今回被告

が反論してきたバラツキ問題に対して再反

論を行うとしました。 

被告は、避難計画に関する原告主張（準備

書面(79)、(84)）への反論と、火山問題での

反論を行うとしました。 

次回の期日は 6月 2日(木)13時 15分から

進行協議、14時 30分から口頭弁論とされま

した。 

 

【進行協議の内容】 

裁判が始まる前、原告の代表も参加して双

方の代理人と裁判所とで進行協議が行われ

ました。裁判所が設定した３つの重点課題に

ついての争点整理や今後の期日、審理スケジ

ュールなどについて次のとおり確認されま

した。 

(1) 争点と主張予定の確認 

① 地震動のバラツキ問題 

今回、関電側は大阪高裁で争われている

控訴審での国の主張に基づいて準備書面

                                                
1) 2020年 12月 4日、大阪地裁は、基準地震動

の策定にあたっては、経験式（入倉・三宅式）

が有するばらつきを検討して、経験式によって

算出される平均値に何らかの上乗せをする必要

(63)を提出。書証として研究者の意見書 3通

を提出しました。それとは別に、2月に基準

地震動審査ガイドの改定案が規制委員会で

承認され、現在パブコメにかけられており、

改定手続きは 5 月には完了する見込みであ

り、手続きが完了したら主張を補充したいと

しました。 

原告側は、審査ガイド改定に伴う主張が

でてくれば何らかの反論を行うことになる

としました。 

② 火山問題について 

被告は、大山噴火で想定される火山灰の

層厚の見直しに伴い、補強工事は行わなくて

も評価方法を変えて現状の施設で耐えられ

るということについての規制委員会で審査

結果をふまえて次回に主張するとしました。 

③ 避難計画について 

被告はとくに水戸地裁判決の考え方につ

いて次回反論するとしました。 

 

があるが、国の審査においてはそのことが考慮

されていないとして大飯原発の設置変更許可を

取り消した。国はこの判決を不服として大阪高

裁に控訴している。 

現裁判長で早期判断を 

進行協議の中で、辻原告団長は以下の

通り現裁判長の責任で早期判断を下すよ

う求めました。 

福島事故から、11 年、本裁判提訴から

8 年が経過し 12 月までで 31 回の弁論を

重ねた。堀部裁判長は、3人目の裁判長で

あり、着任後 6 回の審理をしていただい

ている。裁判長の任期は 3 年とされてお

り、これで考えると堀部裁判長もあと 1年

ということになるが、元福井地裁樋口裁

判長は異動後も仮処分の決定を出した。

「民事裁判の迅速化」が言われている中、

あとはよろしくとならないよう、責任を

もって早期判断をお願いしたい。 
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(2) 証人調べについて 

 裁判長は、「原告から 5 人の証人申請がだ

され、被告は証人調べは不要という意見書を

提出している。3つの論定に抵触しないのは、

避難者と放射性廃棄物の専門家の二つだが

この二人について証人調べは可能か。」とい

う問題提起と、「仮にするにしても、証人調

べをした後にまた書面での議論という事態

は避けたい。」としました。 

 原告側は、地震で議論が続いているバラツ

キ問題は、5人の証人とは関わりない。継続

している議論に関わる証人は避難計画につ

いての首長だけであり、あとの 4人は証人調

べを行うことができるとしました。 

 一方、関電側は次のように述べました。 

・地盤に関する二人は、地震全体に関わるも

のだ。 

・避難者と放射性廃棄物処理の専門家は必

要性そのものが疑問だ。これについては意見

書を改めて提出する。 

・証人調べをしても、その場で反対尋問とい

うことにはならず、後日、内容を検討したう

えで書面で反論することになる、という意味

で証人尋問には反対だ。 

 原告側はさらに、基本的主張は終わってい

るが、バラツキ問題などの課題は今後もでて

くる、それが完了するのを待っていると、い

つまでたっても終わらないことになるので

補充主張を認めながら早急に証人調べを行

うべきと述べました。 

 裁判長は、今の状況を踏まえて着地点を検

討するとしました。 

 また、裁判長は赤松氏はたくさんの意見書

を提出しており、証人として採用する場合は、

意見書の統合版のようなものがだせないか

と要望しました。 

 これに対して井戸弁護団長は検討すると

回答しました。 

 

(3) 今後の裁判期日について 

 次回以降の日程が以下のとおり確認され

ました。 

 次回 6月 2日（木）13:15～進行協議 

           14:30～弁論 

   9月 1日(木) 1日で予定 

  12月 1日(木) 1日で予定 

 

【法廷での原告側陳述および書面の内容】 

原告ら準備書面(85)の要点 : 地盤変動リスクおよび震源が敷地に極めて近

い場合特別な考慮が必要であるにも関わらずそれが考慮されていない問題：

井戸弁護団長 

 
Ⅰ 地盤変動リスクについて 

(1)美浜原発の破砕帯について 

 被告は美浜の破砕帯は、１２～１３万年

前以降に活動がないことを確認したと反論

している。しかし、これを判断した有識者

会合の議論をよく見ると、破砕帯は動いた

という明白な証拠はなかったが、動いたと

いうことを否定する証拠も得られていな

い。熊本地震で主断層が動いて広範な副断

層が動いたことを考えると美浜の運転は許

されない。 

(2)大飯原発の破砕帯について 

被告は大飯の破砕帯について１２～１３

万年以降に活動がないことを確認したと反

論している。しかし、被告が確認したのは、

F6破砕帯のうち、次ページ図の Bの部分で
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あり、活動が疑われている A の部分は確認

されていない。F-6破砕帯が活断層ではない

か（１２～１３万年前以降に活動しているの

ではないか）という疑問に答えるためには原

告が主張している 3次元探査が必要だ。 

 

Ⅱ 震源が近傍の場合の問題 

１ 問題の所在 

 震源断層に極めて近い領域では精度よく

地震動を予測できない。専門家は、通常の

予測手法が適用できない「未知の領域」と

言っている。 

２ 被告の主張 

被告は、美浜原発及び大飯原発においては、

震源が敷地に極めて近い場合に求められる

考慮（以下「特別考慮」という。）をする必要

がないと主張している。特別考慮の範囲とし

て、活断層がサイトの至近距離（２５０メー

トル程度）にある場合の地震動評価に必要と

されるものとしている。その根拠として、①

この問題が議論された「発電用軽水型原子炉

施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に

関する検討チーム」第３回会合において敦賀

原発の事例として 250m という説明がなさ

れ、これをベースに議論がおこなわれたこと、

②基準地震動審査ガイドの当初案に「敷地内

に活断層の露頭がある等」と記載されていた

こと、などから美浜、大飯ではこのように至

近距離に活断層はないと主張している。 

 

３ 原告の再反論 

 被告が根拠としている①については、

250mという事務局説明は事実であるが、委

員からは「数 km以内、例えば１kmとか２

km以内のサイトについては、物理モデルと

して波動論的な計算手法が破綻する領域に

なってきている」という発言があり、至近距

離とは少なくとも 1～2km を念頭に議論が

行われている。 

 また、根拠②についても、審査の過程でこ

の例示があったことは事実であるが、委員会

の議論でこの例示は好ましくないとされ、最

終的には「内陸地殻内地震の震源が敷地に極

めて近い場合」とだけ表示され、例示が外さ

れている。 

 つまり被告は、専門家から否定された事柄

を根拠にして反論を行っている。 

 

原告ら準備書面(86)の要点：（地盤の安定性について～被告準備書面(60)、

(61)に対する反論）：井戸弁護団長 
 

Ⅰ 各原発に共通する論点（岩盤の引張強

度に岩石の引張強度を流用していること） 

１ 被告の地盤の安定性に関する評価 

被告は、各原発の地盤についていずれも発

生する引張応力は岩盤の引張強度以下であ

るので安定性に問題はないとしている。 

２ 原告らによる問題点の指摘 

被告は、岩盤の引張強度を調査しておらず、

判断の基準とした岩盤の引張強度は、いずれ

も、岩石の引張強度を流用したものであるこ

とを指摘した。（岩盤の強度は、一般にひび

割れ等があるため岩石の強度より小さい。） 
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３ 被告の反論 

これに対し、被告は、岩盤の強度として岩

石の強度を用いていることを事実上認め、そ

の上で、次のように反論している。 

(1) 各要素について、直応力が引張応力と

なる場合、当該要素の強度（せん断抵抗力）

をゼロとみなしてすべり安全率を保守的・安

全側に計算している。そのため、仮に原告ら

が主張するように、引張強度が弱い部分があ

り、当該部分が引張破壊を発生したとしても、

被告の地盤安定性評価に何らの影響を与え

るものではない。 

(2) 岩盤の引張強度を直接調査することは

容易ではなく、従来そうした調査手法は確立

されていなかった。原告らは岩盤のせん断強

度試験の結果から引張強度を推定している

が、岩盤のせん断強度試験の結果から引張強

度を精度よく推定できるか否かについては

確立した知見が得られているわけでもない。 

 

４ 原告らの再反論 

① 岩盤の強度の調査をせず、岩石の強度で

もって評価しているというごまかしを率

直に認めるべきだ。 

② 保守的取扱いをしたことによる安全側へ

の評価の偏りが、岩盤の引張強度に岩石

の引張強度を流用したことによる危険側

への評価の偏りを凌駕することを定量的

に明らかにしなければならない。それが

なければ、被告の主張は単なる印象操作

にすぎない。 

 

Ⅱ 大飯原発敷地固有の論点について 

① 破砕帯に沿ってすべり面が発生するとこ

ろがあるのに被告は全く検討していない。 

② 岩盤のせん断強度は、岩級区分によって

異なり、ＣＨ級であるか、ＣＭ級である

かによって大きな差がある。被告は、５

１％を占める支配的岩級を全体の岩級と

して扱うという、いわば小選挙区制のシ

ステムを採用しているが、選挙と同様、

全体のせん断強度が実態とかけ離れてし

まうという問題が発生している。全体の

せん断強度を実態に近いものにするため

には、比例代表制のシステムこそがふさ

わしい。この他にも被告は恣意的な岩級

区分を行っている。 

 

Ⅲ 高浜原発敷地固有の論点について 

被告は、流紋岩質凝灰岩のせん断強度を被

告は「2.9N/㎟」と評価しているが、これは、

流紋岩のせん断強度を流用したものであっ

て、流用できることの合理的根拠は示されて

いない。 

 

Ⅳ 美浜原発敷地固有の論点について 

原告は、美浜原発３号機の周辺斜面におい

て、「発生する引張応力は 10kg/㎠以下であ

り、ＣＬ級岩盤の引張強度（2.7 ㎏/㎠）以下

であることから、安定性に影響を及ぼすもの

ではないと考えられる。」と評価しているこ

と支離滅裂であることを指摘した。これに対

し、被告は、「上記 10kg/㎠」は「1.0kg/㎠」

の誤記であると主張してきた。しかし、被告

が作成した引張応力の分布をみると、1.0kg/

㎠を超えるところが多くみられ、とくにひこ

被告が想定したすべり面の一つであるＤ破

砕帯沿う部分に発生する引張応力は 4～6 ㎏

/㎠であり、その周辺も 2～4kg/㎠となって

いる。そうすると、ＣＬ級岩盤の引張強度が

２.７kg/㎠であるというのであるから、想定

される Ss-1 の地震が美浜原発３号機を襲っ

た時、当然のこととして、上記斜面が崩壊す

ることになる。 
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【記者会見・報告集会と主な質疑】 

 

記者会見の冒頭、井戸弁護団長が進行協議

でやり取りのあった証人尋問などについて

次のように説明しました。 

原告は 5人の証人を申請しており、堀部裁

判長が判決を書くとすれば、集中的に尋問を

行う必要があり、6月には尋問を開始するよ

う申し入れてきた。しかし、今日の進行協議

で 6 月の期日には尋問を設定しないことに

なった。 

裁判長の任期があと一年とすると、来年度

4回の期日となるが、自分は主張の整理、補

充を行い、次の裁判長に任せるという腹づも

りであると感じた。 

争点のひとつである地震動のバラツキ問

題について今回被告は反論してきたが、2月

24 日の規制委員会で審査ガイドのバラツキ

に関する条項を削除することが承認された。

これに対して 3 月 7 日付で脱原発弁護団全

国連絡会議で声明をだした（7 ページに掲

載）。ガイド自体を変えるのは訴訟対策だ。 

この後、進行協議で発言した内容について

辻原告団長が発言しました。 

 

主な質疑応答 

Q1.証人の採否に関する被告の意見は？ 

A. 尋問は不要という意見だ。とくに避難者

と放射性廃棄物の専門家の尋問は不要で

あり、次回まで意見書を提出することに

なった。 

Q2.今回バラツキ問題での反論として被告が

提出してきた準備書面(63)の内容は？ 

A. 各種の不確かさを考慮しているのでバラ

ツキを考慮する必要はないというものだ。 

  審査ガイドの改定については、その手続

きが完了した段階で主張を補充すると

している。 

Q3.主張の整理が終わり尋問ができると考え

られる証人は？ 

A. 避難計画で予定している平尾米原市長以

外は尋問ができると考えている。ただ、

避難者の証言については判決を書く裁判

長に聞いてほしい。 

Q4.3.11を明日に控えての感想を井戸弁護団

長と辻さんに聞かせてほしい。 

A.（井戸）3.11の前は各地の原発で基準地震

動を超える地震があったが、この 11 年間

は原発への直撃はなかった。それは逆に不

気味であり、いつ来るかという思いだ。   

3.11 の原発事故を経験して一刻も早く

原発を失くしたいと思ってきた。世論を背

景に裁判ではいくつか成果はあがった。10

基しか稼働させていないこともその一つ

だ。しかし、すべての原発の廃炉の道が見

えないことについては忸怩たる思いだ。 

  甲状腺被曝については、今まで隠そうと

する力が強く、11 年かかってようやく提

訴できた。これからまだ時間がかかる。 

  ウクライナでは戦争の攻撃目標となる

など原発の新たな問題が浮上してきた。 

 (辻) 福井地裁の裁判長であった樋口さ

んは、異動にも関わらず（職務代行辞令を

得て）、自分の責任でということで仮処分

の差し止め決定をだした。大津の裁判も 8

年 2か月が経過しており、大津地裁もそれ

にならえと言いたい。  
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 日程 3月 10日（木） 9:45～進行協議 

            11:00～第 32回口頭弁論 

            12:00頃から記者会見 

            13:30頃から定期総会（滋賀県教育会館 2階大会議室を予定） 

 総会の内容 ①講演（原発裁判などの動向と大津地裁での闘いの展望、②証拠提出した 

      地震に関するビデオ上映、③避難計画調査結果の報告、④支える会の活動の 

      まとめと活動計画の提案など 

声明 「ばらつき条項」を削除する基準地震動等審査ガイド改悪に反対し、強く抗議する 

２０２２年３月７日 

脱原発弁護団全国連絡会 共同代表 河合 弘之、同 海渡 雄 一 

 
１ 声明の趣旨 
脱原発弁護団全国連絡会は、「ばらつき条項」を削除する基準地震動審査ガイド改悪に強く反

対し、原子力規制委員会が「ばらつき条項」に従った審査をすることを求める。 
 
２ 理由 
２０１１年３月１１日東京電力福島原子力発電所事故による悲惨かつ甚大な被害を踏まえ、原

子炉施設の審査体制が改められた。同時に審査基準の厳格化が図られ、基準地震動及び耐震設計
方針に係る審査ガイド（以下「地震動審査ガイド」という）などの審査基準が定められた。地震
動審査ガイドは「経験式が有するばらつきを考慮する必要がある」とする「ばらつき条項」を定
めている。しかし、新たに「原子力利用における安全の確保」のため設置された原子力規制委員
会は、不当にもこの規定を無視して原子炉施設の審査をしてきた。 
２０２０年１２月４日の大阪地裁判決は、基準地震動の策定に当たっては、地震動審査ガイド

Ⅰ ３．２．３（２）の「ばらつき条項」に基づいて、経験式が有するばらつきを検証して、経
験式によって算出される平均値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討すべきもので
あるとし、「ばらつき条項」を適用しない基準地震動の策定は設置許可基準規則４条３項に適合
しないものとして、関西電力大飯発電所３号機・４号機にかかる設置変更許可処分を取り消した。
同判決は、原子力規制委員会が自ら制定した地震動審査ガイドの「ばらつき条項」を無視する誤
りを正当に指摘したものである。 
２０２２年２月２４日、原子力規制委員会は地震動審査ガイドの改正案を了承した。今後、意

見募集を踏まえて正式に改定する方針である。 
今般の改正案の中心となるのは、前述の「ばらつき条項」を削除するというものである。原子

力規制委員会は、大阪地裁の指摘するような「ばらつき条項」に適合する審査を行うのではなく、
逆に、「ばらつき条項」自体を地震動審査ガイドから削除するという改悪を目論んでいる。同地
裁における裁判においては、「ばらつき条項」の明示に反して、あたかもなにも記載していない
かの如くに解釈して主張して、当然裁判所によって否定された。即ち裁判所によって否定された
違法な解釈をもって、今度は、地震動審査ガイドそのものを改悪するというのである。 
また、地震動審査ガイドの目的についても、「基準地震動の妥当性を厳格に確認するために活

用することを目的とする」としていたものを「基準地震動の妥当性を厳格に確認するための方法
の例を示した手引きである」として、位置づけを低める表現にしている。地震動評価には具体的
な判断基準が必要であり、それがまさに地震動審査ガイドの役割であるのに、方法の例に過ぎな
いということになれば、地震動評価の妥当性を判断することが困難になる。 
原子力規制委員会は、２０１１年３月１１日の福島原発事故を契機に、「原子力利用における事
故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立っ
て」（原子力規制員会設置法第１条）設置され、原子力発電所の安全性を担保するために最大最
高の責任を有する国家機関であるところ、自ら定めた「ばらつき条項」に違反したと裁判所で認
定された途端、その「ばらつき条項」自体を消去するなどという行為は、天に唾する行為であり、
これは前述の原子力規制委員会の目的に著しく反する暴挙である。原子力の安全性を担保するな
どという責任など担えるわけがない。 
この「経験式の有するばらつきの考慮」がなされないと原子炉施設の耐震性の基準となる基準

地震動が過小評価されることになる。現実に原子力発電所の危険性を著しく増大させるものであ
ることはいうまでもない。 
原子力規制委員会は、これまでにも、広島高裁２０１７年１２月１３日決定において原子力発

電所の火山影響評価ガイド（以下「火山ガイド」という）にしたがえば四国電力の伊方原発は立
地不適であると指摘されこれが差し止められたことに対して、火山ガイドの立地評価の規定を事
実上死文化させる「基本的考え方」を委員長指示で原子力規制庁にまとめさ 
せたことがある。今回の地震動審査ガイドの改悪も、「基本的考え方」と同様に、原子力規制委
員会の安全性を軽視した本末転倒な姿勢を如実に表すものである。規制のための組織として失格
であり、まったく中立ではなく、「規制の虜」は今も続いている。 
私たちは、全国各地の裁判所で原発訴訟に取り組む弁護士として、今般の地震動審査ガイドの

改悪に強く反対する。そして、原子力規制委員会に対して、大阪地裁の指摘を真摯に受け止め、
各原発について「ばらつき条項」に適合する審査を行うよう求めるものである。 
 

以上 
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【支える会総会講演(抜粋)】 

 

弁護士  井 戸 謙 一 
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２ 事故後の裁判例の変化 
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３ 最近のトピック 
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４ まとめ 

 

 

                                 

 

 

 

 

今後の大津地裁での原発裁判の予定 
 6月 2日（木）13:15～進行協議 14:30～第 33回口頭弁論 

 9月 1日（木）午前午後の 1日を予定 

12月 1日（木）午前午後の 1日を予定 

※9 月 1 日と 12 月 1 日は証人調べの可能性を残して 1 日が確保されたものですが、実際

に証人がどうなるかは 6月 1日の裁判所の判断が注目されます。 

お知らせ 

① 地震の基礎知識を解説した動画をホームページにのせました。 

② 「老朽原発このまま廃炉！大集会 inおおさか」5月 29日の午後、大阪市内 
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2022年度支える会総会を開催 

 井戸弁護団長の講演の後、地震の基礎知識を解説した DVD の上映し、その後、支える会

の活動のまとめ、活動計画、会計報告などを行いました。特に強調した点は以下の諸点です。 

① ロシアによるウクライナの原発攻撃は、「原発は致命的な脅威になる」恐れを示すもので

あり、そうした点からも一刻も早く原発をなくす必要があること。 

② 現裁判は提訴から 8年余りが経過しており、早急に判決を求めていくこと。 

③ 支える会として最終盤にふさわしい取り組みを行っていくこと。 

④ 支える会の体制の確認 

   会長 福田章典 

代表委員 井戸謙一、畑明郎、辻義則、杉原秀典、中平清三 

  幹事 瓜生昌弘、今村真理子、松本利寛、對月慈照、西村修 

  会計監事 林 永代、清水俊朗 

  会則外の確認として、  弁護団長 井戸謙一、弁護団事務局長 石川賢治  

原告団長 辻義則、支える会事務局長 瓜生昌弘 

 

会費納入についてのお願い 

年会費 2000円を、郵便局口座または振込用紙により納入をお願いします。 

 

年会費 2000円の振込先 

【ゆうちょ銀行から振込の場合】 

ゆうちょ銀行  記号番号 14690-5345461 福井原発訴訟を支える会（フクイゲンパツソシ

ョウヲササエルカイ） 

【他金融機関から振込の場合】 

ゆうちょ銀行 

店名・店番 四六八（よんろくはち）・468 普通預金 0534546 福井原発訴訟を支える会 

（フクイゲンパツソショウヲササエルカイ） 

2022年びわこ集会 

 3月 5日、膳所公園を中心にして「原発のない社会」を求めるびわこ集会が開催され、500

人が参加しました。支える会は、午前中、生涯学習センターで、避難計画調査結果のポスタ

ー展示と地震の基礎知識を解説し 

た DVDの上映を行うとともに午 

後は膳所公園にテントを構えて支 

える会への入会案内や会費の納入 

のお願いをしました。5人の入会 

と 41口の会費の納入がありまし 

た。 


